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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚水和度を維持又は改善する効果的な医療従事者用ハンドウォッシュ組成物であって
、該組成物は、
　組成物の総質量基準で、少なくとも１のＣ1-6アルコール１０－９８質量％、
　組成物の総質量基準で、抗炎症特性を有するアベナンスラミド、トレハロース及びその
組合せからなる群から選ばれる植物化学物質０．００１－８質量％、
　組成物の総質量基準で、角質層の形成に役立つナイアシンアミド０．００１－８質量％
、及び
　次の物質及びその群から選ばれるエンハンサー
（1）PPG－12/SMDIコポリマー
（2）PPG－51/SMDIコポリマー
（3）PEG－8/SMDIコポリマー
　を含んでなる、
　組成物。
【請求項２】
　組成物の総質量基準で、少なくとも１のＣ1-6アルコール５０－９８質量％を含んでな
る、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　少なくとも１の前記エンハンサーが、組成物の総質量基準で0.005－１０質量％の量で



(2) JP 6734781 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

存在する、請求項１記載の組成物。
【請求項４】
　組成物の総質量基準で２質量％未満のグリセリンを含んでなる、請求項１記載の組成物
。
【請求項５】
　固形分含量６％未満によって特徴づけられる、請求項１記載の組成物。
【請求項６】
　補助抗菌剤を含有しない、請求項１記載の組成物。
【請求項７】
　保存料を使用しない、請求項１記載の組成物。
【請求項８】
　１以上のアベナンスラミド、トレハロース、及びその組合せを含み、組成物が、固形分
含量３％未満であり、補助抗菌剤を含有しない、請求項１記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、2014年３月１４日出願の米国特許仮出願第61/953,034号の優先権を主張す
るものであり、参照して、ここに組み込む。
【０００２】
　本発明の１以上の具体例は、改善された審美性及び皮膚コンディショニング効果を有し
、これにより、高頻度で手指の衛生が要求される医療従事者又は他の対象者が、かかる要
求を順守することを促進できる手指消毒剤を提供する。本発明の１以上の具体例は、使用
頻度の増大に応じて実際に増大する優秀な抗菌効力及び皮膚コンディショニング効果を提
供する。
【背景技術】
【０００３】
　手指の衛生は、感染症を低減するための第１の手段である。多くの病院及び医療施設は
、手指消毒剤及びハンドウォッシュの頻繁な使用を要求する手指衛生ガイドラインを確立
している。医療提供者の中における順守の欠如が、全世界的な課題である。
【０００４】
　推奨された手指衛生手順の医療従事者の順守は変動的であると報告されている。病院に
おいて実施された観察研究によれば、医療従事者は、平均で、シフト当たり５－４２回も
の回数、及び時間当たり１.７－15.2回手指を消毒している。加えて、手指の消毒の時間
は、平均で、短くて６.６秒－３０秒の間である。手指の衛生の乏しい順守について共通
する自己報告された要因は、手指消毒剤が刺激作用及び乾燥の原因となることである。実
際、いくつかの研究では、非順守の第１の理由は、製品及び手順に繰り返しさらされるこ
とによる皮膚に対する刺激作用及び悪影響にあると結論付けられている。
【０００５】
　皮膚の水及び代表的な洗剤への曝露は、角質層（ＳＣ）の構造及び機能に対する強い影
響を有する。影響としては、バリヤーにおける欠陥又は穴を生ずる脂質二重層構造の崩壊
が含まれる。結果として、バリヤーがより透過性となり、刺激物及び微生物が皮膚の最上
層に浸透及び侵入することを可能にする。過酷な手指の刺激の場合、ひび割れ（出血を伴
う又は伴わない）が生じ、真皮への損傷となる。これらの損傷効果に対する皮膚の応答は
即時的であるが、バリヤーを修復する及び新たな角質層を再生するための緊急の試みは、
正常な角質層交換過程において形成される角質層と比べて、不完全な構造とつながる。急
速に生成されたＳＣは、水結合特性に乏しく、不十分な皮膚水分及び不適切な落屑につな
がる。
【０００６】
　正常な条件下では、個人単位として、皮膚の表面からのＳＣ細胞の一定損失があり、新
規な細胞が、一般的には約１４日間で、ＳＣの底部から表面に移動する。皮膚水分が少な
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すぎる場合には、ドライスケールとして観察して、ＳＣ細胞が、細胞塊として、皮膚表面
から脱落する。
【０００７】
　いくつかの研究では、看護師の８５％以下が、皮膚の問題の履歴を記載し、１／４が皮
膚炎の症状を報告している。入院病棟の看護師の半分以上及び集中治療ユニットの６５％
が、観察可能な手指の皮膚炎を有していた。
【０００８】
　頻繁に手指の消毒が行われる条件下における皮膚に対する各種のアルコールの影響につ
いて研究が行われている。代表的な製品の使用によって、医療施設よりも強い影響を受け
る環境はほとんどない。高い手指衛生のコンプライアンス（HHC）及び擦式アルコール製
剤（ABHR）は、医療戦術において、共に、院内感染の発生を低減する役割を果たしている
ため、医療従事者（HCW）は、ABHRの使用が有意に増大している。時間当たり２０回未満
（コンプライアンス５８％として反映）～時間当たり６０回以上（コンプライアンス３７
％として反映）の範囲の手指洗浄の機会は、推奨されるガイドラインへの適合不十分とし
て申し立てられているため、HHC 100％を達成するためには、１日当たり100回にせまる手
指衛生の実行（HHE）が必要であろう。
【０００９】
　HCWへの適用について、毎日、標準的及び高いHHCで適用して、３種類の異なるアルコー
ル系が有する皮膚に対する影響を２週間にわたって比較する研究を行った。２週間の前腕
制御塗布テスト（FCAT）のために、典型的な医療従事者層を表す女性パネリスト２５人を
採用した。市販の温和な泡状洗剤を使用して、１週間の前腕の洗浄により研究を開始した
。スケール（「過酷な発赤」：スケール０「発赤なし」～スケール６「極度の発赤」）に
基づき可視発赤を採点した。各種の治療サイトにおいて、ベースラインで３.０より大の
可視発赤又は乾燥度スコアを示したパネリストを参加者から除外した。参加者について処
置計画を実施し、２週間の評価にわたり、一定間隔で皮膚のアセスメントを行った。アル
コール（それぞれ、エタノール、イソプロパノール、及びｎ－プロパノール）７０％、水
、及び少量の保湿剤（グリセリン０.２％）を含有する３種類のABHR系を使用した。パネ
リストの前腕部を、ランダム化した塗布計画に供した：１日当たり２０回、３種類のアル
コール系を塗布する（標準頻度；ＳＦ）；１日当たり100回、３種類のアルコール系を塗
布する（高頻度；ＨＦ）；及び未処理の皮膚コントロール。テスト塗布計画に加えて、パ
ネリストの前腕部を、最少のHCWの日常業務の計画的な間隔で、１日当たり６回洗浄した
。皮膚の発赤及び乾燥（目視格付け）、皮膚水和度（Corneometer CM825）、及び皮膚バ
リヤー又は経表皮水分量（TEWL／Biox AquaFlux AF200）を測定した。200（ＳＦ）、及び
1000（ＨＦ）の個々のアルコール系の塗布、及び対応する皮膚測定に続いて、データを表
とし及び解析した。アルコールの種類及び塗布率の個々の及び相互作用の効果を評価する
ため、及び未処置の皮膚コントロールと比較するために、分散分析（ANOVA）を使用した
。所定の閾値に適合する皮膚条件によるレジメン減少を評価するために、カイ二乗分析も
使用した。研究により、HHCのより高いレベルは、既に挑戦されたHCWの皮膚条件をさらに
譲歩できることが確認された。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　皮膚バリヤーの一体性を損なうことなく皮膚表面を消毒する方法及び製品についての実
質的な要求がある。１日に多数回ABHRを使用する医療従事者の皮膚状態を改善又は少なく
とも維持する製品及び方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の具体例は、少なくとも１のＣ1-6アルコール及び少なくとも１の第１の皮膚コ
ンディショニング剤を含んでなる組成物を提供する。
【００１２】
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　本発明の具体例は、少なくとも１のＣ1-6アルコール、少なくとも１の第１の皮膚コン
ディショニング剤、及び沈着エンハンサー（deposition enhancer）を含んでなる組成物
を提供する。
【００１３】
　本発明の具体例は、少なくとも１のＣ1-6アルコール、抗炎症特性を有する少なくとも
１の植物化学物質、角質層の形成に役立つ少なくとも１の酵素又は補酵素、及び沈着エン
ハンサーを含んでなる組成物を提供する。
【００１４】
　本発明の具体例は、皮膚水和度を維持又は改善する効果的な医療従事者用のハンドウォ
ッシュ組成物を提供するものであり、該組成物は、組成物の総質量基準で、少なくとも１
のＣ1-6アルコール約１０－約９８質量％、抗炎症特性を有する少なくとも１の植物化学
物質、角質層の形成に役立つ少なくとも１の酵素又は補酵素、及びポリオールプレポリマ
ー-2、ポリオールプレポリマー-14、及びポリオールプレポリマー-15からなる群から選ば
れる少なくとも１の沈着エンハンサーを含んでなる。
【００１５】
　本発明の具体例は、さらに、医療従事者の皮膚状態を３日以内に改善する方法を提供す
るものであり、該方法は、上記のいずれかの組成物を準備し、ワークシフトの間に少なく
とも５０回手指を消毒する必要がある医療従事者を準備し、前記組成物を、ワークシフト
の間に少なくとも５０回手指を消毒する必要がある医療従事者に塗布することを含んでな
り、前記医療従事者が、連続する３日間に、少なくとも３シフトで従事するものであるこ
とを特徴とする。
【００１６】
　本発明の具体例は、アルコール系の皮膚消毒組成物の審美性及び皮膚水和効力を改善す
る方法を含み、該方法は、組成物の総質量基準で、Ｃ1-6アルコール約５０－約９８質量
％、抗炎症特性を有する植物化学物質約0.001－約８質量％、角質層の形成に役立つ酵素
又は補酵素約0.001－約８質量％、及び界面活性剤、胆汁塩、脂肪酸、キレート剤、及び
スルホキシドからなる群から選ばれる沈着エンハンサー約0.005－約１０質量％を合わせ
て、アルコール系皮膚消毒組成物を形成する工程（ただし、抗炎症特性を有する植物化学
物質及び角質層の形成に役立つ酵素又は補酵素の合計量は、組成物の総質量基準で、１０
質量％未満であり、ただし、組成物は、前記抗炎症特性を有する植物化学物質、前記角質
層の形成に役立つ酵素又は補酵素以外の各種の皮膚コンディショニング剤を、組成物の総
質量基準で、計０－約２質量％のみ含む）を含んでなり、前記組成物は、同じ組成ではあ
るが、抗炎症特性を有する前記植物化学物質、角質層の形成に役立つ前記酵素又は補酵素
、及び前記沈着エンハンサー以外の各種の皮膚コンディショニング剤を、組成物の総質量
基準で、約２質量％より大で含有するものよりも低い粘着性を発揮するものであり、及び
該組成物は、多様な用途とともに、改善された皮膚水和度を発揮するものであることを特
徴とする。
【００１７】
　本発明の具体例は、さらに、医療従事者の皮膚状態を３日以内に改善する方法を提供す
るものであり、該方法は、ここに記載の組成物を準備し、前記組成物を、１日２４時間の
間に、医療従事者の手に少なくとも５０回塗布し、及び１日２４時間で少なくともさらに
２日間、計連続３日間以内で、前記医療従事者の手に前記組成物を繰り返し塗布すること
を含んでなる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】題名「医療における手指衛生に関するWHOガイドライン：要約」の世界保健機関
の刊行物（p. 27 (2009)）による医療における手指衛生のための５つのタイミングの概略
描写である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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　Ｉ．概要
　本発明の組成物の形状は特に限定されない。１以上の具体例では、本発明の組成物は、
発泡性組成物、濃厚化ゲル組成物、噴霧可能な液体、リンスとして処方され、又は布巾に
塗布される。
【００２０】
　一般に、本発明の具体例は、皮膚コンディショニング剤の相乗的組合せを含む抗菌性の
含水アルコール性組成物である。「相乗的」とは、ここに記載の第１の皮膚コンディショ
ニング剤を含まない抗菌性含水アルコール性組成物と比較して、本発明の組成物の繰り返
しの使用によってみられる、例えば、皮膚の水和度における相乗的改善及び皮膚バリヤー
機能における改善をいう。
【００２１】
　II．アルコール
　１以上の具体例では、アルコールは、Ｃ1-6アルコール、すなわち、炭素原子１－６個
を含有するアルコールである。このようなアルコールは低級アルカノールと称されことも
ある。代表的には、これらのアルコールは抗菌特性を有する。低級アルカノールの例とし
ては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノー
ル、及びその異性体及び混合物が含まれるが、これらに限定されない。１以上の具体例で
は、アルコールは、エタノール、プロパノール、又はブタノール、又はその異性体又は混
合物を含んでなる。１以上の具体例では、アルコールはイソプロパノールを含んでなる。
他の具体例では、アルコールはエタノールを含んでなる。１以上の具体例では、組成物は
、アルコールの混合物を含んでなる。１以上の具体例では、組成物は、エタノール及びイ
ソプロパノールの混合物を含んでなる。１以上の具体例では、組成物は、イソプロパノー
ル及びｎ－ブタノールの混合物を含んでなる。
【００２２】
　一般に、組成物は、該組成物の総質量基準で少なくとも約３０質量％のアルコールを含
んでなる。１の具体例では、組成物は、該組成物の総質量基準で、少なくとも約３５質量
％、他の具体例では、組成物は、少なくとも約４０質量％のアルコール、他の具体例では
、組成物は、少なくとも約５０質量％を含んでなり、他の具体例では、組成物は、少なく
とも約６０質量％のアルコールを含んでなり、他の具体例では、組成物は、少なくとも約
６５質量％のアルコールを含んでなり、さらに他の具体例では、組成物は、少なくとも約
７０質量％のアルコールを含んでなり、さらに他の具体例では、組成物は、少なくとも約
７８質量％のアルコールを含んでなる。特に、組成物において使用される他の成分及び／
又はその量に応じて、より多い又はより少ないアルコールが要求される。特定の具体例で
は、組成物は、該組成物の総質量基準で、約１０－約９８質量％のアルコール、他の具体
例では、組成物は、約１５－約９５質量％のアルコールを含んでなり、他の具体例では、
組成物は、約２０－約９０質量％のアルコールを含んでなり、さらに他の具体例では、組
成物は、約３０－約８５質量％のアルコールを含んでなる。特定の具体例では、組成物は
、組成物の総質量基準で、約５０－約９８質量％のアルコールを含んでなり、他の具体例
では、組成物は、約６０－約９５質量％のアルコールを含んでなり、他の具体例では、組
成物は、約６５－約９０質量％のアルコールを含んでなり、さらに他の具体例では、消毒
組成物は、約７０－約８５質量％のアルコールを含んでなる。
【００２３】
　III．第１の皮膚コンディショニング剤
　本発明の具体例は、１以上の第１の皮膚コンディショニング剤を含む。第１の皮膚コン
ディショニング剤としては、抗炎症特性を有する植物化学物質及び角質層の形成に役立つ
酵素又は補酵素が含まれる。
【００２４】
　１以上の具体例では、本発明の組成物は、少なくとも１の抗炎症特性を有する植物化学
物質を含む。１以上の具体例では、本発明の組成物は、皮膚の角質層の形成に役立つ酵素
又は補酵素を含む。有利には、抗炎症特性を有する植物化学物質と、角質層の形成に役立
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つ酵素又は補酵素との組合せが、消毒組成物の皮膚コンディショニング効力における驚く
べき増進を提供するが、抗菌効力に悪影響を及ぼさず、良好な審美性を提供することが認
められた。このように、１以上の具体例では、本発明の組成物は、少なくとも１の抗炎症
特性を有する植物化学物質及び少なくとも１の皮膚の角質層の形成に役立つ酵素又は補酵
素を含む。
【００２５】
　ａ．抗炎症特性を有する植物化学物質
　１以上の具体例では、第１の皮膚コンディショニング剤の少なくとも１は、抗炎症特性
を有する植物化学物質を含む。有利には、１以上の具体例では、植物化学物質は、抗酸化
特性も有する。
【００２６】
　抗炎症特性を有する植物化学物質の例としては、アベナンスラミド、トレハロース、ボ
スウェル酸（ペンタ及びテトラサイクリントリテルペン酸の混合物）、ロイコトリエン、
コルヒチン、バーベナ（Verbene oddivinalis）、柳の樹皮のエキス、アロエ（Aloe）種
、アルニカ・モノタナ（Arnica montana）のエキス、ヒレハリソウ（Symphytume ollicia
nele）、キンセンカ（Calendula officinalis）、アメリカマンサク（Hamamelis virgini
ana）、ボクソウ、カプサイシン（ピーマン（Capsicum annuum L.））、サリシン、セレ
ン、カモミールエキス、甘草エキス、高山帯の地衣類、ルイボスエキス、小麦タンパク加
水分解物、ベントナイト、シー・メイウィード（Sea Mayweed；イヌカミツレ（Tripleuro
spermum martimum）エキス）、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル（テンサイ（Be
ta vulgaris）エキス）、ブチレングリコール（ウラギク（Aster maritime/Tripolium）
エキス）、エリンギウムマリチムムカルス培養液、藻類エキス及びヨモギ（オウシュウヨ
モギ（Artemisia vulgaris）エキス、加水分解アルギン、オプンチアフィクスインジカ（
ナポルサボテン（Napol Cactus））果実エキス、グリチルリチン酸ニカリウム（甘草の根
から抽出したもの）、グリチルリチン酸ステアリル（甘草の根から抽出したもの）、テリ
ハボク種子油、及びゴシュユ果実エキス及びブチルグリコール及びブチル化ヒドロキシト
ルエン、及びその組合せが含まれる。１以上の具体例では、少なくとも１の植物化学物質
はアベナンスラミドを含む。１以上の具体例では、少なくとも１の植物化学物質はトレハ
ロースを含む。
【００２７】
　アベナンスラミドは、主に脱皮カラスムギ中に存在するカラスムギフィトアレキシンの
一種である。一般に、アベナンスラミドは、疑似ペプチド結合にてヒドロキシ桂皮酸誘導
体に結合したアントラニル酸誘導体を含む。アベナンスラミドは、時には、ヒドロキシシ
ンナモイルアルカロイドと称される。アベナンスラミドの例としては、Ｓｃ（アベナンス
ラミドＣとも呼ばれる）、Ｂｆ（アベナンスラミドＢとも呼ばれる）及びＢｐ（アベナン
スラミドＡとも呼ばれる）が含まれる。
【００２８】
　アベナンスラミドは、カラスムギの核心の抽出物中に見られる。カラスムギの核心エキ
スは、時には、カラスムギ穀粒エキスと称される。市販製品としては、化粧品原料の国際
命名法（INCI）によってカラスムギエキスと命名されたもの、例えば、商品名CP Oat Ave
nanthramidesとしてCeapro Inc.から市販の製品（保存料ソルビン酸カリウム０.２質量％
とともに、グリセリン中に、アベナンスラミドAF-1、AF-2、及びAF-6 100－120 ppmを含
有するといわれている）がある。
【００２９】
　１以上の具体例では、アベナンスラミドは、下記の化学構造によって表される：
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【化１】

【００３０】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の抗炎症特性を有する植物化学物質を、
組成物の総質量基準で、少なくとも約0.001 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.002 p
pm、他の具体例では、少なくとも約0.005 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.01 ppm
、他の具体例では、少なくとも約0.02 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.05 ppm、他
の具体例では、少なくとも約０.１ppmの量で含む。
【００３１】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の抗炎症特性を有する植物化学物質を、
組成物の総質量基準で、約１０質量％以下、他の具体例では、約８質量％以下、他の具体
例では、約５質量％以下、他の具体例では、約３質量％以下、他の具体例では、約１質量
％以下、他の具体例では、約０.５質量％以下の量で含む。
【００３２】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の抗炎症特性を有する植物化学物質を、
組成物の総質量基準で、約0.001 ppm－約１０質量％、他の具体例では、約0.005 ppm－約
８質量、他の具体例では、約0.01－約５質量％の量で含む。
【００３３】
　有利には、第１の皮膚コンディショニング剤の組合せの驚くべき相乗効果の結果として
、比較的少量の第１の皮膚コンディショニング剤を含有する組成物により、有益な皮膚コ
ンディショニング効果が達成される。１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の抗
炎症特性を有する植物化学物質を、組成物の総質量基準で、約１０ppm以下、他の具体例
では、約８ppm以下、他の具体例では、約５ppm以下、他の具体例では、約３ppm以下、他
の具体例では、約１ppm以下、他の具体例では、約０.５ppm以下、他の具体例では、約０.
３ppm以下、他の具体例では、約０.１ppm以下の量で含む。
【００３４】
　１以上の具体例では、組成物は、トレハロースを、組成物の総質量基準で、少なくとも
約0.001 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.002 ppm、他の具体例では、少なくとも約
0.005 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.01 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.0
2 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.05 ppm、他の具体例では、少なくとも約０.１pp
mの量で含む。
【００３５】
　１以上の具体例では、組成物は、トレハロースを、組成物の総質量基準で、約１０質量
％以下、他の具体例では、約８質量％以下、他の具体例では、約５質量％以下、他の具体
例では、約３質量％以下、他の具体例では、約１質量％以下、他の具体例では、約０.５
質量％以下の量で含む。
【００３６】
　１以上の具体例では、組成物は、トレハロースを、組成物の総質量基準で、約0.001 pp
m－約１０質量％、他の具体例では、約0.005 ppm－約８質量、他の具体例では、約0.01－
約５質量％の量で含む。
【００３７】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の抗炎症特性を有するアベナンスラミド
を、組成物の総質量基準で、少なくとも約0.001 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.0
02 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.005 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.01 
ppm、他の具体例では、少なくとも約0.02 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.05 ppm
、他の具体例では、少なくとも約０.１ppmの量で含む。
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【００３８】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の抗炎症特性を有するアベナンスラミド
を、組成物の総質量基準で、約１０質量％以下、他の具体例では、約８質量％以下、他の
具体例では、約５質量％以下、他の具体例では、約３質量％以下、他の具体例では、約１
質量％以下、他の具体例では、約０.５質量％以下の量で含む。
【００３９】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の抗炎症特性を有するアベナンスラミド
を、組成物の総質量基準で、約0.001 ppm－約１０質量％、他の具体例では、約0.005 ppm
－約８質量、他の具体例では、約0.01 ppm－約５質量％の量で含む。
【００４０】
　アベナンスラミドと、他の皮膚コンディショニング剤（例えば、ナイアシンアミド）と
の組合せの驚くべき相乗効果の結果として、比較的少量のアベナンスラミドを含有する組
成物により、有益な皮膚コンディショニング効果が達成される。１以上の具体例では、組
成物は、少なくとも１のアベナンスラミドを、組成物の総質量基準で、約１０ppm以下、
他の具体例では、約８ppm以下、他の具体例では、約５ppm以下、他の具体例では、約３pp
m以下、他の具体例では、約１ppm以下、他の具体例では、約０.５ppm以下、他の具体例で
は、約０.３ppm以下、他の具体例では、約０.１ppm以下の量で含む。
【００４１】
　１以上の具体例では、アベナンスラミドの量は、組成物の総質量基準で、約0.001－約
０.５ppm、他の具体例では、約0.002－約０.３ppm、他の具体例では、約0.003－約０.１p
pmである。
【００４２】
　１以上の具体例では、植物化学物質は、溶液又はエマルジョンとして、組成物に添加さ
れる。換言すれば、植物化学物質をキャリヤー（ただし、キャリヤーは、組成物の抗菌性
又はコンディショニング特性に悪影響を及ぼしてはならない）とプレ混合して、植物化学
物質の溶液又はエマルジョンを形成することができる。キャリヤーの例としては、水、ア
ルコール、グリコール（例えば、プロピレングリコール又はエチレングリコール）、ケト
ン、直鎖状及び／又は環状炭化水素、トリグリセリド、カーボネート、シリコーン、アル
ケン、エステル（例えば、酢酸エステル、安息香酸エステル、脂肪酸エステル、グリセリ
ルエステル）、エーテル、アミド、ポリエチレングリコール及びPEG/PPG共重合体、無機
塩溶液（塩水）、及びその混合物が含まれる。植物化学物質をプレ混合して植物化学物質
溶液又はエマルジョンを形成する場合、組成物に添加される溶液又はエマルジョンの量は
、植物化学物質の量が上記の設定範囲内に入るように選択されることが理解されるであろ
う。
【００４３】
　ｂ．角質層形成エンハンサー
　１以上の具体例では、第１の皮膚コンディショニング剤の少なくとも１は、角質層の形
成に役立つ酵素又は補酵素を含む。有利には、角質層の形成に役立つ酵素又は補酵素は、
バリヤーの修復を増強する。１以上の具体例では、角質層形成エンハンサーは、脂質の調
整にも役立つ。
【００４４】
　１以上の具体例では、組成物は、ビタミンＢ（例えば、ビタミンＢ３又はビタミンＢ複
合体）、レチノール、レチンアルデヒド、レチノイン酸、没食子酸エピガロカテキン、エ
イコサペンタエン酸、ヘキサミジン、ナイアシンアミド、レシチン、リノレン酸、リノレ
ン酸、リポ酸、リシン、リン脂質、カルニチン、カルノシン、アデノシン三リン酸、アデ
ノシン環状リン酸、パルミトイルオリゴペプチド、パルミトイルトリペプチド－３（及び
多くの他のペプチド）、及びリンゴエキスから選ばれる少なくとも１の角質層形成エンハ
ンサーを含む。
【００４５】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の角質層の形成に役立つ酵素又は補酵素
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を、組成物の総質量基準で、少なくとも約0.0005 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.
001 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.002 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.00
5 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.01 ppm、他の具体例では、少なくとも約0.02 pp
m、他の具体例では、少なくとも約0.05 ppm、他の具体例では、少なくとも約０.１ppmの
量で含む。
【００４６】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の角質層の形成に役立つ酵素又は補酵素
を、組成物の総質量基準で、約１０質量％以下、他の具体例では、約８質量％以下、他の
具体例では、約５質量％以下、他の具体例では、約３質量％以下、他の具体例では、約１
質量％以下、他の具体例では、約０.５質量％以下、他の具体例では、約０.３質量％以下
、他の具体例では、約０.１質量％以下、他の具体例では、約0.05質量％以下の量で含む
。
【００４７】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の角質層の形成に役立つ酵素又は補酵素
を、組成物の総質量基準で、約0.001 ppm－約１０質量％、他の具体例では、約0.005－約
８質量、他の具体例では、約0.01－約５質量％の量で含む。
【００４８】
　１以上の具体例では、組成物は、ナイアシンアミドを、組成物の総質量基準で、少なく
とも約0.001質量％、他の具体例では、少なくとも約0.002質量％、他の具体例では、少な
くとも約0.005質量％、他の具体例では、少なくとも約0.01質量％、他の具体例では、少
なくとも約0.02質量％、他の具体例では、少なくとも約0.05質量％の量で含む。
【００４９】
　１以上の具体例では、組成物は、ナイアシンアミドを、組成物の総質量基準で、約１０
質量％以下、他の具体例では、約８質量％以下、他の具体例では、約５質量％以下、他の
具体例では、約３質量％以下、他の具体例では、約１質量％以下、他の具体例では、約０
.５質量％以下、他の具体例では、約０.３質量％以下、他の具体例では、約０.１質量％
以下、他の具体例では、約0.05質量％以下の量で含む。
【００５０】
　１以上の具体例では、組成物は、ナイアシンアミドを、組成物の総質量基準で、約0.00
1－約１０質量％、他の具体例では、約0.005－約８質量、他の具体例では、約0.01－約５
質量％の量で含む。
【００５１】
　１以上の具体例では、ナイアシンアミドの量は、組成物の総質量基準で、約0.01－約１
０質量％、他の具体例では、約0.05－約５質量％、他の具体例では、約０.１－約１質量
％である。
【００５２】
　有利には、第１の皮膚コンディショニング剤の組合せの驚くべき相乗効果の結果として
、比較的少量の角質層形成エンハンサーを含有する組成物により、有益な皮膚コンディシ
ョニング効果が達成される。例えば、１以上の具体例では、組成物は、ナイアシンアミド
を、組成物の総質量基準で、約０.５質量％以下、他の具体例では、約０.３質量％以下、
他の具体例では、約０.１質量％以下、他の具体例では、約0.05質量％以下の量で含む。
【００５３】
　１以上の具体例では、組成物中に存在する第１の皮膚コンディショニング剤の総量は、
組成物の総質量基準で、約１質量％未満、他の具体例では、約０.８質量％未満、他の具
体例では、約０.５質量％未満、他の具体例では、約０.４質量％未満、他の具体例では、
約０.３質量％未満である。
【００５４】
　IV．沈着エンハンサー
　１以上の具体例では、本発明の組成物は、少なくとも１の沈着エンハンサーを含む。有
利には、沈着エンハンサーは、非毒性、非刺激性及び非アレルゲン性である。好適な沈着
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エンハンサーは、予測可能且つ再現可能な活性及び期間で迅速に作用する。好適には、沈
着エンハンサーは、身体内で、顕著な薬理活性を有しておらず、皮膚から除去される際、
バリヤー特性が迅速かつ十分に正常に戻る。沈着エンハンサーは、主に、一方向性に作用
し、すなわち、身体からの内在性物質の損失を防止しつつ、治療薬が身体内に入ることを
許容する。有利には、沈着エンハンサーは、美容的に許容される外観及び許容される皮膚
感触を提供する。
【００５５】
　１以上の具体例では、沈着エンハンサーの例としては、界面活性剤、胆汁酸塩及びその
誘導体、脂肪酸及びその誘導体、キレート剤、及びスルホキシドが含まれる。
【００５６】
　沈着エンハンサーの例としては、ジメチルスルホキシド（DMSO）、DMA、DMF、１－ドデ
シルアザシクロヘプタン－２－オン（アゾン）、ピロリドン（例えば、２－ピロリドン（
２Ｐ）及びＮ－メチル－２－ピロリドン（NMP））、長鎖脂肪酸（例えば、オレイン酸及
び約Ｃ10－Ｃ12の飽和アルキル鎖長を有する脂肪酸）、精油、テルペン、テルペノイド、
オキサゾリジノン（例えば、４－デシルオキサゾリジン－２－オン）、ラウリル硫酸ナト
リウム（SLS）、ラウリン酸ナトリウム、ポリソルベート、グリコール酸ナトリウム、デ
オキシコール酸ナトリウム、カプリル酸、EDTA、リン脂質、Ｃ12-15アルキル安息香酸エ
ステル、ペンチレングリコール、エトキシジグリコール、ポリソルベート－ポリエチレン
ソルビタン－モノラウレート、レシチンが含まれる。
【００５７】
　１以上の具体例では、沈着エンハンサーは、ポリオールプレポリマー-2、ポリオールプ
レポリマー-14、及びポリオールプレポリマー-15から選ばれるヒドロキシ末端ポリウレタ
ン化合物を含んでなる。ポリオールプレポリマー-2は、時には、PPG-12/SMDIコポリマー
と称される。
【００５８】
　１以上の具体例では、組成物は、沈着エンハンサーを、組成物の総質量基準で、約１０
質量％以下、他の具体例では、約８質量％以下、他の具体例では、約５質量％以下、他の
具体例では、約３質量％以下、他の具体例では、約１質量％以下、他の具体例では、約０
.５質量％以下、他の具体例では、約０.３質量％以下、他の具体例では、約０.１質量％
以下、他の具体例では、約0.05質量％以下の量で含む。
【００５９】
　１以上の具体例では、組成物は、沈着エンハンサーを、組成物の総質量基準で、少なく
とも約0.005質量％、他の具体例では、少なくとも約0.01質量％、他の具体例では、少な
くとも約0.02質量％、他の具体例では、少なくとも約0.05質量％、他の具体例では、少な
くとも約０.１質量％、他の具体例では、少なくとも約０.２質量％の量で含む。
【００６０】
　１以上の具体例では、組成物は、沈着エンハンサーを、組成物の総質量基準で、約0.00
5－約１０質量％、他の具体例では、約0.01－約５質量、他の具体例では、約0.05－約３
質量％の量で含む。
【００６１】
　１以上の具体例では、組成物は、ヒドロキシ末端ポリウレタン化合物を、組成物の総質
量基準で、約0.005－約５質量％、他の具体例では、約0.01－約３質量、他の具体例では
、約0.05－約１質量％の量で含む。
【００６２】
　Ｖ．任意成分
　本発明の組成物は、さらに、広い範囲の任意成分を含んでなることができるが、ただし
、これらは、組成物の抗菌効力、組成物の審美性、又は組成物の皮膚コンディショニング
特性に悪影響を及ぼさないものである。抗菌効力に関して、「悪影響」とは、確立された
抗菌効力テストによるlog10減少値における減少、換言すれば、対数減少値が約０.５以上
減少しないことを意味する。
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【００６３】
　CTFA International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, １１版, 2005及
び2004 CTFA International Buyer's Guide（これらの両方を、参照して、ここに組み込
む）は、本発明の組成物での使用に好適である、スキンケア工業において一般的に使用さ
れる各種の非限定的な化粧品及び医薬品成分を記載している。後者の引用文献の第537頁
には、成分の機能的な種類の非限定的な例が記載されている。これらの機能的な種類の例
としては、研磨剤、抗アクネ剤、固化防止剤、酸化防止剤（例えば、グアイアズレン及び
スピルリナ）、鎮痒薬、結合剤、生物学的添加剤、増量剤、キレート剤、化学添加剤；着
色剤、化粧品用収斂剤、化粧品用殺生物剤、変性剤、薬用収斂剤、乳化剤、外用鎮痛剤、
膜形成剤、香り成分、保湿剤、不透明化剤、可塑剤、保存料（時には、抗菌剤と称される
）、噴射剤、還元剤、美白剤、皮膚コンディショニング剤（皮膚軟化剤、その他（miscel
laneous）、及び水分蒸発抑制剤（occlusive））、皮膚保護剤、溶媒、界面活性剤、起泡
力増進剤、ヒドロトロープ、可溶化剤、懸濁剤（非界面活性剤）、日焼け止め剤、紫外性
吸収剤、粘着防止剤、及び増稠剤（水性及び非水性）が含まれる。ここで有用な物質の他
の機能的な種類の例としては、可溶化剤、金属イオン封鎖剤、角質溶解剤、局所活性成分
などが含まれる。
【００６４】
　ａ．保湿剤
　特定の具体例では、組成物は、１以上の保湿剤を含んでなる。保湿剤の例としては、プ
ロピレングリコール、へキシレングリコール、１,４－ジヒドロキシヘキサン、１,２,６
－ヘキサントリオール、ソルビトール、ブチレングリコール、プロパンジオール（例えば
、メチルプロパンジオール）、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、グリ
セリン（グリセロール）、ポリエチレングリコール、エトキシジグリコール、ポリエチレ
ンソルビトール、及びその組み合わせが含まれる。他の保湿剤としては、グリコール酸、
グリコール酸塩、乳酸塩、尿素、ヒドロキシエチル尿素、α－ヒドロキシ酸（例えば、乳
酸）、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、ヒアルロン酸、キチンなどが含まれる。
【００６５】
　ポリエチレングリコール保湿剤の例としては、PEG-4、PEG-、PEG-6、PEG-7、PEG-8、PE
G-9、PEG-10、PEG-12、PEG-14、PEG-16、PEG-18、PEG-20、PEG-32、PEG-33、PEG-40、PEG
-45、PEG-55、PEG-60、PEG-75、PEG-80、PEG-90、PEG-100、PEG-135、PEG-150、PEG-180
、PEG-200、PEG-220、PEG-240、及びPEG-800が含まれる。
【００６６】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の保湿剤を、組成物の総質量基準で、少
なくとも約0.001質量％、他の具体例では、少なくとも約0.002質量％、他の具体例では、
少なくとも約0.005質量％、他の具体例では、少なくとも約0.01質量％、他の具体例では
、少なくとも約0.02質量％、他の具体例では、少なくとも約0.05質量％、他の具体例では
、少なくとも約０.１質量％、他の具体例では、少なくとも約０.２質量％、他の具体例で
は、少なくとも約０.５質量％、他の具体例では、少なくとも約０.７質量％、他の具体例
では、少なくとも約１質量％、他の具体例では、少なくとも約１.５質量％、他の具体例
では、少なくとも約２質量％の量で含む。
【００６７】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１の保湿剤を、組成物の総質量基準で、約
２０質量％以下、他の具体例では、約１５質量％以下、他の具体例では、約１０質量％以
下、他の具体例では、約８質量％以下、他の具体例では、約５質量％以下、他の具体例で
は、約３質量％以下の量で含む。
【００６８】
　有利には、第１の皮膚コンディショニング剤の組合せの驚くべき相乗効果の結果として
、比較的少量の保湿剤を含有する組成物により、有益な皮膚コンディショニング効果が達
成される。１以上の具体例では、組成物における保湿剤の総量は、組成物の総質量基準で
、約２質量％未満、他の具体例では、約１質量％未満、他の具体例では、約０.５質量％
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未満、他の具体例では、約０.１質量％未満である。１以上の具体例では、グリセリンの
量は、組成物の総質量基準で、約２質量％未満、他の具体例では、約１質量％未満、他の
具体例では、約０.５質量％未満、他の具体例では、約０.１質量％未満である。本発明の
組成物が良好な審美性を有する理由の１つは、効果的な皮膚コンディショニングの利点を
有する生成物を生成するために要求される原料物質の合計量が少ないことによるものであ
ると考えられる。
【００６９】
　ｂ．保湿性エステル
　これらの又は他の具体例では、組成物は、１以上のコンディショニング性又は保湿性エ
ステルを含有してなる。エステルの例としては、ミリスチン酸セチル、セチルミリストレ
ート及び他のセチルエステル、セバシン酸ジイソプロピル、及びミリスチン酸イソプロピ
ルが含まれる。
【００７０】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１のコンディショニング性又は保湿性エス
テルを、組成物の総質量基準で、約１０質量％以下、他の具体例では、約５質量％以下、
他の具体例では、約２質量％以下、他の具体例では、約１質量％以下の量で含む。
【００７１】
　１以上の具体例では、組成物は、少なくとも１のコンディショニング性又は保湿性エス
テルを、組成物の総質量基準で、少なくとも約0.001質量％、他の具体例では、少なくと
も約0.002質量％、他の具体例では、少なくとも約0.005質量％、他の具体例では、少なく
とも約0.01質量％、他の具体例では、少なくとも約0.02質量％、他の具体例では、少なく
とも約0.05質量％、他の具体例では、少なくとも約０.１質量％、他の具体例では、少な
くとも約０.２質量％、他の具体例では、少なくとも約０.５質量％、他の具体例では、少
なくとも約０.７質量％、他の具体例では、少なくとも約１質量％の量で含む。
【００７２】
　他の具体例では、含まれる各エステルは、組成物の総質量基準で、約０.５－約５質量
％、他の具体例では、約１－約２質量％の量で存在する。
【００７３】
　一方、第１の皮膚コンディショニング剤の組合せの驚くべき相乗効果の結果として、保
湿性エステルは要求されないか、又は比較的少量で存在できる。１以上の具体例では、組
成物における保湿性エステルの総量は、組成物の総質量基準で、約１質量％未満、他の具
体例では、約０.５質量％未満、他の具体例では、約０.１質量％未満、他の具体例では、
約0.05質量％未満である。
【００７４】
　ｃ．乳化剤
　１以上の具体例では、組成物は１以上の乳化剤を含むことができる。乳化剤の例として
は、ステアリルアルコール、ソルビタンオレエートトリデセス－２、ポロキサマー、及び
PEG/PPG-20/6ジメチコーンが含まれる。１具体例では、乳化剤は、抗菌性組成物の総質量
基準で約１０質量％以下の量で存在する。他の具体例では、乳化剤は、抗菌性組成物の総
質量基準で、約０.１－約５質量％、他の具体例では、約０.５－約２質量％の量で存在す
る。
【００７５】
　ｄ．シリコーングリコール
　１以上の具体例では、組成物は、１以上のシリコーングリコールを含有する。シリコー
ングリコールは、一般に、ポリマー骨格中に１以上のSi-O-Si結合を含有することによっ
て特徴付けられる。シリコーングリコールは、オルガノポリシロキサンジメチコーンコポ
リオール、カルビノール変性シリコーン、シリコーンポリエーテル、アルキルメチルシロ
キサン、アモジメチコン、トリシロキサンエトキシレート、ジメチコノール、４級化シリ
コーングリコール、ポリシリコーン、シリコーンクロスポリマー、及びシリコーンワック
スを含む。
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【００７６】
　シリコーングリコールの例としては、ジメチコーンPEG-7ウンデシレネート、PEG-10ジ
メチコーン、PEG-8ジメチコーン、PEG-12ジメチコーン、ペルフルオロノニルエチルカル
ボキシデカルPEG-10、PEG-20/PPG-23ジメチコーン、PEG-11メチルエチルジメチコーン、
ビス-PEG/PPG-20/20ジメチコーン、Silicone Quat、PEG-9ジメチコーン、PEG-12ジメチコ
ーン、フルオロPEG-8ジメチコーン、PEG-23/PPG-6ジメチコーン、PEG-20/PPG-23ジメチコ
ーン、PEG-17ジメチコーン、PEG-5/PPG-3ジメチコーン、ビスPEG-20ジメチコーン、PEG/P
PG-20/15ジメチコーンコポリマー及びスルホスクシネートブレンド、PEG-8ジメチコーン
／ダイマー酸ブレンド、PEG-8ジメチコーン/脂肪酸ブレンド、PEG-8ジメチコーン／冷間
圧搾植物オイル/ポリクオタニウムブレンド、ランダムブロックポリマー及びその混合物
が含まれる。
【００７７】
　１具体例では、シリコーングリコールは、式

R2-Si(CH3)2-[O-Si(CH3)2]a-[O-Si(CH3)R
3]b-O-Si(CH3)2-R

2

（ここで、Ｒ2及びＲ3は、独立して、メチル基又は式

-(CH2)3-O-(CH2CH2O)c-[CH2CH(CH3)O]d-(CH2CH2O)eH

で表される部分であり、ただし、Ｒ2及びＲ3の両方がＣＨ3であることはなく、ａは約３
－約２１の整数であり、ｂは約１－約７の整数であり、ｃは約０－約４０の整数であり、
ｄは約０－約４０の整数であり、及びｅは約０－約４０の整数であり、ただし、ａ≧３×
ｂであり、ｃ＋ｄ＋ｅ≧５である）で表される化合物を含む。
【００７８】
　１以上の具体例では、組成物は、組成物の総質量基準で、シリコーングリコール少なく
とも約0.002質量％を含む。他の具体例では、組成物は、組成物の総質量基準で、シリコ
ーングリコール少なくとも約0.01質量％を含む。さらに他の具体例では、組成物は、組成
物の総質量基準で、シリコーングリコール少なくとも約0.05質量％を含む。
【００７９】
　１以上の具体例では、組成物中に存在する各シリコーングリコールは、組成物の総質量
基準で、約0.002－約４質量％の量で存在するが、より多い量も有用である。他の具体例
では、各シリコーングリコールは、組成物の総質量基準で、約0.01－約２質量％の量で任
意に存在する。リストした成分に関するこのような質量は、活性レベルに基づくものであ
り、従って、他の特定しない限り、市販品に含まれるキャリヤー又は副生物を含まない。
【００８０】
　１以上の具体例では、シリコーングリコールは、PEG-12ジメチコーン、PEG-10ジメチコ
ーン、PEG-8ジメチコーン、及びその組み合わせから選ばれる。
【００８１】
　ｅ．その他の皮膚コンディショナー
　１以上の具体例では、組成物は、アロエ、ビタミンＥ、及びＣ6-10アルカンジオールか
ら選ばれる１以上の他の皮膚コンディショナーを含む。
【００８２】
　１以上の具体例では、組成物は、さらに、１以上のＣ6-10アルカンジオール、すなわち
、炭素鎖長６－１０を有するジオールを含んでなる。１以上の具体例では、ジオールは直
鎖状ジオールを含んでなる。１以上の具体例では、ジオールは、１,２－ヘキサンジオー
ル、１,２－オクタンジオール、１,９－ノナンジオール、１,２－デカンジオール、１,10
－デカンジオール、又はその混合物を含む。１,２－オクタンジオールは、時には、カプ
リリルグリコールと称される。１以上の具体例では、ジオールは、１以上のＣ6-8アルカ
ンジオール、すなわち、炭素鎖長６－８を有するジオールを含んでなる。
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【００８３】
　１以上の具体例では、組成物は、組成物の総質量基準で、Ｃ6-10アルカンジオールを約
0.05－約４質量％の量で含む。１具体例では、ジオールは、組成物の総質量基準で、約０
.１－約１質量％の量で存在し、他の具体例では、ジオールは、約0.15－約０.７質量％の
量で存在し、さらに他の具体例では、約０.２－約０.６質量％、及びさらに他の具体例で
は、約0.25－約０.５質量％の量で存在する。必要であれば、より多い量のジオールを使
用することができ、少なくとも同様に機能することが理解されるであろう。
【００８４】
　本発明の組成物では、皮膚軟化剤、保湿剤、保湿性エステル、及び他の皮膚コンディシ
ョニング剤は必要とされず、必要であれば、例えば、改善された審美性を達成するため及
び／又は抗菌効力に対する悪影響を回避するために、制限されることは理解されなければ
ならない。すなわち、Ｃ1-6アルコール、上述の第１の皮膚コンディショニング剤、及び
沈着エンハンサーを含有する本発明の組成物は、追加の皮膚コンディショニング剤を含有
しないか、限られた量、すなわち、皮膚コンディショニング特性をうたう他のアルコール
製品において見られるよりも有意に少ない量で追加の皮膚コンディショニング剤を含有で
きる。このように、この明細書の目的に関しては、用語「追加の皮膚コンディショニング
剤」とは、抗炎症特性を有する植物化学物質又は角質層の形成に役立つ酵素又は補酵素で
はない、各種の皮膚軟化剤、保湿剤、保湿性エステル、水分蒸発抑制剤などと定義される
。
【００８５】
　１以上の具体例では、組成物における追加の皮膚コンディショニング剤の総量は、組成
物の総質量基準で、約２質量％未満、他の具体例では、約１.５質量％未満、他の具体例
では、約１質量％未満、他の具体例では、約0.75質量％未満、他の具体例では、約０.５
質量％未満である。他の具体例では、本発明の組成物は、追加の皮膚コンディショニング
剤を含有しない。
【００８６】
　ｆ．増粘剤
　１以上の具体例では、本発明の組成物は粘稠化される。有利には、好適な安定性、許容
される美容特性、好適な粘度を提供するために、上述のアルコール性組成物と適合する増
粘剤が使用される。
【００８７】
　１以上の具体例では、本発明の組成物は、好適な粘度計及びスピンドルを使用して測定
して、２３℃において、少なくとも約100センチポイズ（cps）、他の具体例では、少なく
とも約500 cps、他の具体例では、少なくとも約1,000 cps、他の具体例では、少なくとも
約1,500 cps、他の具体例では、少なくとも約2,000 cps、他の具体例では、少なくとも約
3,000 cps、他の具体例では、少なくとも約4,000 cps、他の具体例では、少なくとも約10
,000 cps、他の具体例では、少なくとも約20,000 cps、他の具体例では、少なくとも約50
,000 cps、他の具体例では、少なくとも約80,000 cpsの粘度を有する。例えば、１以上の
具体例では、粘度は、ヘリパスアダプターとともに、非常に低いせん断性の粘度計（例え
ば、Brookfield LVDV-I粘度計）及びＴスピンドルを使用して測定される。
【００８８】
　１以上の具体例では、本発明の組成物は，さらに米国特許第8,062,649号（参照して、
ここに組み込む）に記載されているように、非イオン系及び／又はカチオン系の界面活性
剤に基づく増粘剤を使用することによって粘稠化される。
【００８９】
　１以上の具体例では、非イオン系及び／又はカチオン系の界面活性剤は、組成物の総質
量基準で、約０.５－約１０質量％、他の具体例では、約１－約８質量％、及び他の具体
例では、約２－約６質量％の量で存在する。
【００９０】
　ここで使用するように、ポリマー性増粘剤は、非イオン系又はカチオン系であれば、増
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粘剤系の一部と考えられ、組成物におけるその存在の結果、組成物の粘度が増大する。こ
れらの特性を有していない特定のポリマーも、組成剤中に存在することができるが、組成
物の粘度には有意には寄与しない。本発明の目的については、これらは増粘剤の一部とは
みなされない。例えば、特定の非イオン系ポリマー（例えば、低分子量ポリエチレングリ
コール（例えば、約20,000未満の分子量を有するもの））は、組成物の粘度を有意に増大
させない。これらは、皮膚軟化剤又は保湿剤と考えられる。
【００９１】
　１以上の具体例では、ポリマー性増粘剤系は、室温において固状の少なくとも１のカチ
オン系又は非イオン系のポリマーを含む。カチオン系のポリマー性増粘剤の例としては、
カチオン的に変性されたセルロース、４級化天然アミノ官能性ポリマー、及びアクリレー
ト、アクリルアミド、ビニルラクタム、酢酸ビニル、メチルビニルエーテル、スチレン、
及びアクリロニトリルの群から選ばれるエチレン系不飽和モノマーに基づくポリマーが含
まれる。非イオン系のポリマー性増粘剤の例としては、変性セルロース、非イオン系のエ
チレン系不飽和モノマーに基づく会合性ポリマー（ここで、少なくとも１のコモノマーは
、少なくとも炭素原子１６個を有する）、及びアクリレート、アクリルアミド、ビニルラ
クタム、酢酸ビニル及びその加水分解誘導体、メチルビニルエーテル、スチレン、及びア
クリロニトリルの群から選ばれるエチレン系不飽和モノマーに基づくポリマーが含まれる
。
【００９２】
　更なる例としては、水溶性であるカチオン変性セルロースポリマー（例えば、商標名「
CELQUAT」（ニュージャージー州ブリッジウォーター，National Starch and Chemicals C
orp.）及び「UCARE」（ニュージャージー州エジソン，American Corporation）で販売さ
れている変性セルロース製品）が含まれる。「CELQUAT」は、ポリエトキシ化セルロース
及び塩化ジメチルジアリルアンモニウムのコポリマーであり、トイレ化粧品・香料工業協
会（CTFA）の名称「ポリクオタニウム-4」を有する。「CELQUAT」ポリマーの例は、CELQU
AT SC-230M及びH-100である。「UCARE」は、ポリマー性のヒドロキシエチルセルロース４
級アンモニウム塩及び塩化トリメチルアンモニウム置換エポキシドであり、CTFAの名称「
ポリクオタニウム-10」を有する。「UCARE」ポリマーの例は、UCARE JR-30Mである。
【００９３】
　ヒドロキシエチルセルロースのアルキル変性４級アンモニウム塩及び塩化トリメチルア
ンモニウム置換エポキシドも有用であると認められた。このポリマーは、CTFAの名称「ポ
リクオタニウム-24」であり、American Corp.（ニュージャージー州エジソン）からQUATR
ISOFT LM-200として市販されている。
【００９４】
　本発明において有用なカチオン性合成ポリマーの例としては、次のモノマー、すなわち
、メタクリロイルオキシアルキルトリアルキルアンモニウム塩、アクリロイルオキシアル
キルトリアルキルアンモニウム塩、及び４級化ジアルキアミノアルキルアクリルアミジン
塩の１つからなるホモポリマー；トリアルキルアミノアルキルアクリレート及びメタクリ
レート塩、ジアルキルジアリルアンモニウム塩、アクリルアミドアルキルトリアルキル塩
、メタクリルアミドアルキルトリアルキル塩、及びアルキルイミダゾリニウム塩、Ｎ-ビ
ニルピロリドン、Ｎ-ビニルカプロラクタム、メチルビニルエーテル、アクリレート、メ
タクリレート、スチレン、及びアクリロニトリルの群から選ばれる少なくとも２のモノマ
ーからなるコポリマーが含まれる。代表的には、塩のため、対イオンは、Ｆ-、Ｃｌ-、Ｂ
ｒ-、及びCH3(CH2)nSO4

-（ここで、ｎ＝０－４）である。
【００９５】
　各種の４級化度の各種の４級コポリマーは、メチル、エチル又はプロピル側鎖を有する
アミノアクリレートのホモポリマー又はコポリマーに基づいて合成される。これらのモノ
マーも、４級アクリル系ホモポリマー（例えば、塩化２‐メタクリロキシエチルトリメチ
ルアンモニウム及び臭化２－メタクリロキシエチルメチルジエチルアンモニウムのホモポ
リマー）；及び４級アクリレートモノマーと水溶性モノマーとのコポリマー（例えば、Pe
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trolite Product No. Q-0043、線状４級アクリレート及びアクリルアミドの高分子量（４
－５×１０6ＭＷ）の有標コポリマー）を含む他の非イオン性モノマーと共重合される。
【００９６】
　カチオン性ポリマーの例としては、硫酸ジエチルで４級化され及びポリアクリロニトリ
ルのブロックに結合されたＮ,Ｎ－ジアルキルアミノプロピル－Ｎ－アクリルアミジンが
含まれる。このブロックコポリマーは、Lipo Chemicals Inc.（ニュージャージー州パタ
ーソン）から、HYpan QT-100として入手できる。更なる例としては、Clariantから商標名
「Aristoflex（登録商標）AVC」で入手できるアンモニウムアクリロイルジメチルタウレ
ート／ＶＰコポリマーが含まれる。
【００９７】
　好適な非イオン系ポリマーの例としては、メチルヒドロキシプロピルセルロース（Aqua
lon（デラウエア州ウィルミントン）から「BENECEL MP 943」として入手できる）；ヒド
ロキシプロピルセルロース（Aqualon（デラウエア州ウィルミントン）から「KLUCEL」（L
F、GF、MF、HF）として入手できる）；及びScientific Polymer Products（ニューヨーク
州オンタリオ）から入手できるヒドロキシブチルメチルセルロース（３.５％ヒドロキシ
ブチル及び３０％メトキシル）が含まれる。
【００９８】
　好適な膨潤性ポリマーの例としては、アクリルアミド及びトリアルキルアミノアルキル
アクリレート及びメタクリレート塩、ジアルキルジアリルアンモニウム塩、アクリルアミ
ドアルキルトリアルキルアンモニウム塩、メタクリルアミドアルキルトリアルキルアンモ
ニウム塩、及びイミダゾリニウム塩を含んでなるモノマーの群から選ばれる少なくとも１
の４級モノマーの架橋ポリマーが含まれる。対イオンは、Ｆ-、Ｃｌ-、Ｂｒ-、及びCH3(C
H2)nSO4

-（ここで、ｎ＝０－４）である。Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルカプロラク
タム、メチルビニルエーテル、アクリレート、メタクリレート、スチレン等を含む他のコ
モノマーも付加することができる。１以上の具体例では、ポリマーは、ポリ（塩化２－メ
タクリロキシエチルトリメチルアンモニウム）からなる（CTFAの名称「ポリクオタニウム
-37」に該当する）。１以上の具体例では、ポリマーは、アクリルアミド及び塩化メタク
リロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムからなる（CTFAの名称「ポリクオタニウム
-32」に該当する）。これらは、Allied Colloids Inc.（バージニア州サフォーク）から
、「SALCARE」SC95、SC96、及びSC92として市販されている。
【００９９】
　他の膨潤性ポリマー（すなわち、わずかに架橋されたポリマー）は、架橋のために電離
放射線を使用して調製される。例えば、Ｎ－ビニルラクタム（例えば、Ｎ－ビニルピロリ
ドン）からなるポリマー「LUVIQUAT HM 552」（ビニルイミダゾリウムメソクロリド及び
ビニルピロリドンのコポリマー；CTFAの名称「ポリクオタニウム-16」に該当する）、及
び「GAFQUAT HS-100」（ビニルピロリドン／塩化メタクリルアミドプロピルトリメチルア
ンモニウムコポリマー；CTFAの名称「ポリクオタニウム-28」に該当する）。
【０１００】
　ポリ不飽和モノマー（例えば、マレイン酸ジアリル）を使用する化学架橋も有用である
ことが証明されている。他の好適な架橋剤は、多エチレン系不飽和化合物（ここで、エチ
レン系基は、ビニル基（置換ビニル基、例えば、イソプロぺニル基を含む）、アリル基、
及び／又はメタリル基であり、これらの基は窒素原子又は酸素原子に結合している）であ
る。ここで使用する「ビニル基」、「アリル基」、及び「メタリル基」は、置換誘導体を
含む。化合物の例としては、ジビニル、ジアリル、又はジメタリルエステル、エーテル、
アミド、又は尿素が含まれる。具体的な例は、米国特許第5,225,473号及び同第4,931,282
号に開示されている。更なる例としては、マレイン酸ジアリルとの共有結合架橋を介して
又は線状PVP粉末の放射線架橋によって調製される架橋ポリビニルピロリドン（PVP）物質
が含まれる。
【０１０１】
　関連するポリマーの例としては、エチレン系不飽和モノマー系のポリマー（少なくとも
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１のコモノマーが炭素原子少なくとも１６個を有する）が含まれる。１例は、セチルヒド
ロキシエチルセルロース（Aqualonsから「NATROSOL PLUS」として入手できる）である。
【０１０２】
　１以上の具体例では、本発明の組成物は、米国特許第7,803,390号に記載されているよ
うに（参照して、ここに組み込む）、乳化剤を基材とする増粘剤を使用することによって
粘稠化される。
【０１０３】
　増粘剤の例としては、多糖増粘剤、例えば、デンプン、植物ゴム、ペクチン、及びグァ
ーが含まれる。
【０１０４】
　１以上の具体例では、本発明の組成物は、ポリアクリレート増粘剤によって粘稠化され
る。ポリアクリレート増粘剤の例としては、カーボマー、アクリレート／Ｃ10-30アルキ
ルアクリレート架橋ポリマー、アクリル酸／アルキル（Ｃ5－Ｃ10）アクリレートのコポ
リマー、アクリル酸及び無水マレイン酸のコポリマー、及びその混合物が含まれる。
【０１０５】
　１以上の具体例では、ポリマー性増粘剤は、架橋剤約０.５－約４質量％を含む。架橋
剤の例としては、ポリアルケニルポリエーテルが含まれる。
【０１０６】
　ポリアクリレートタイプの市販ポリマーとしては、商標名Carbopol（登録商標）、Acry
sol（登録商標）ICS-1、Polygel（登録商標）、Sokalan（登録商標）、Carbopol（登録商
標）1623、Carbopol（登録商標）695、Ultrez 10、及びPolygel（登録商標）DBで販売さ
れているものが含まれる。
【０１０７】
　１以上の具体例では、増粘剤の量は、組成物の総質量基準で、少なくとも約0.01質量％
であり、他の具体例では、組成物の総質量基準で、少なくとも約0.02質量％、さらに他の
具体例では、少なくとも約0.05質量％、さらに他の具体例では、少なくとも約０.１質量
％である。１以上の具体例では、増粘剤は、組成物の総質量基準で、少なくとも約０.５
質量％、他の具体例では、少なくとも約0.75質量％の量で存在する。１以上の具体例では
、本発明の組成物は、組成物の総質量の約１０質量％未満のポリマー性増粘剤を含んでな
る。１以上の具体例では、増粘剤の量は、組成物の総質量基準で、約0.01－約１質量％、
他の具体例では、0.02－０.４質量％、及び他の具体例では、約0.05－約０.３質量％であ
る。１以上の具体例では、増粘剤の量は、組成物の総質量基準で、約０.１－約１０質量
％、他の具体例では、０.５－５質量％、及び他の具体例では、約0.75－約２質量％であ
る。
【０１０８】
　１以上の具体例では、組成物は、さらに中和剤を含むことができる。カーボマーポリマ
ーの塩を形成するために中和剤を使用することは知られている。中和剤の例としては、ア
ミン、アルカノールアミン、アルカノールアミド、無機塩基、アミノ酸（塩を含む）、エ
ステル及びそのアシル誘導体が含まれる。
【０１０９】
　１以上の具体例では、組成物は、粘度範囲約5,000－約80,000 cps、他の具体例では、
約5,000－約35,000 cps、及び他の具体例では、約10,000－約25,000 cpsによって特徴付
けられる含水アルコール性ゲルとして処方される。１具体例では、粘度は、ＲＶ及び／又
はＬＶスピンドルを使用するBrookfield RV粘度計を使用して２２℃±３℃において測定
される。含水アルコール性ゲルは、米国特許出願公開第2010/0317743号に記載されており
、参照して、ここに組み込む。
【０１１０】
　ｇ．補助抗菌剤
　Ｃ1-6アルコール以外の各種の抗菌活性剤は、「補助抗菌剤」と称される。１以上の具
体例では、補助抗菌成分の量（保存料を含む）は、組成物の総質量基準で、約０.１質量
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％以下、他の具体例では、約0.05質量％以下である。他の具体例では、組成物は、補助抗
菌剤を含有しない。
【０１１１】
　他の具体例では、補助抗菌剤を含めることもできると考えられるが、ただし、抗菌剤は
組成物の抗菌性に悪影響を及ぼしてはならない。補助抗菌剤の例としては、トリクロサン
（５－クロロ－２（２,４－ジクロロフェノキシ）フェノール（PCMX）としても知られて
おり、Ciba-Geigy Corporationから商標名IRGASAN（登録商標）として市販されている）
；クロロキシレノール（４－クロロ－３,５－キシレノールとしても知られており、Nipa 
Laboratories Inc.から商標名NIPACIDE（登録商用）MX又はPXとして市販されている）；
ヘキセチジン（５－アミノ－１,３－ビス（２－エチルへキシル）－５－メチル－ヘキサ
ヒドロピリミジンとしても知られている）；クロロヘキシジングルコネート及びＮ,Ｎ''
－ビス（４－クロロフェニル）－３,１２－ジイミノ－２,４,11,14－テトラアザテトラデ
カンジイミジアミドの塩を含むクロロヘキシジン塩；２－ブロモ－２－ニトロプロパン－
１,３－ジオール；塩化ベンザルコニウム；塩化セチルピリジニウム；塩化アルキルベン
ジルジメチルアンモニウム；ヨウ素；フェノール、ビスフェノール、ジフェニルエーテル
、フェノール誘導体、ポリビニルピロリジノン‐ヨウ素を含むポビドン－ヨウ素；パラベ
ン；ジメチロール－５,５－ジメチルヒダントイン（DMDMヒダントイン又はグリダントと
しても知られている）と共に、２,４－イミダゾリンジオン及び２,４－イミダゾリンジオ
ンの誘導体を含むヒダントイン及びその誘導体；フェノキシエタノール；塩化１－（３－
クロロアリル）－３,５,６－トリアザ－１－アゾニアアダマンタンのシス異性体（クオタ
ニウム-15としても知られており、Dow Chemical Companyから商標名DOWCIL 2000として市
販されている）；ジアゾリジニル尿素；塩化ベンゼトニウム；塩化メチルベンゼトニウム
；グリセリルラウレート遷移金属化合物（例えば、銀、銅、マグネシウム、亜鉛化合物）
、過酸化水素、二酸化塩素、アニリド、ビスグアニジン、トロポロン、及びその混合物が
含まれる（これらに限定されない）。１以上の具体例では、補助抗菌剤は、組成物の総質
量基準で、約0.001－２質量％の量で存在する。
【０１１２】
　ｈ．制限された成分
　有利には、現在の防腐組成物にとって重要とされている特定の成分は、本発明の組成物
では制限される。例えば、亜鉛化合物（例えば、亜鉛の有機塩、グルコン酸亜鉛、ジンク
ピリチオン、又はZinc Omadine）は不要であり、必要であれば、組成物の総質量基準で、
約０.５質量％未満、他の具体例では、約０.１質量％未満、又は他の具体例では、0.05質
量％未満に制限される。他の具体例では、組成物は亜鉛の有機塩を含まない。
【０１１３】
　１以上の具体例では、酸の量は制限される。より詳しくは、１以上の具体例では、有機
酸の量は制限される。１以上の具体例では、次の酸：クエン酸、グリコール酸、乳酸、リ
ンゴ酸、酒石酸、及び酢酸のいずれかの量は制限される。制限される場合、酸の量は、組
成物の総質量基準で、約0.125質量％未満、他の具体例では、約0.08質量％未満である。
他の具体例では、組成物は、クエン酸、グリコール酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、及び酢
酸を含まない。
【０１１４】
　１以上の具体例では、精油の量は、組成物の総質量基準で、０.１質量％未満、他の具
体例では、約0.05質量％である。他の具体例では、組成物は精油を含まない。より詳しく
は、１具体例では、組成物は、０.１質量％未満、他の具体例では、約0.05質量％を含み
、他の具体例では、次の精油：桂皮油、バジル油、ベルガモット油、クラリセージ油、イ
ランイラン油、ネロリ油、ビャクダン油、オリバナム油、ジンジャー油、ハッカ油、ラベ
ンダー油、ジャスミン油、ゼラニウムバーボン、スペアミント油、チョウジ油、パチュリ
ー油、ローズマリー油、ローズウッド油、チャノキ油、バニラ油、レモングラス油、セダ
ーウッド油、バルサム油、タンジェリン油、ヒノキ油、ヒバ油、イチョウ油、ユーカリ油
、レモン油、オレンジ油、スィートオレンジ油、及びカレンジュラ油を含まない。ここで
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、上記の量は、組成物の総質量基準である。
【０１１５】
　１以上の具体例では、精油の特定の成分の量も制限される。より詳しくは、１具体例で
は、組成物は、０.１質量％未満、他の具体例では、約0.05質量％を含有し、他の具体例
では、精油の次の成分：ファルネソール、ネロリドール、ビサボロール、Apritone、カマ
ズレン、サンタロール、ジンギベロール、カロトール、及びカリオフィレン、クルクミン
、１－シトロネロール、α－アミルシンナムアルデヒド、Lyral、ゲラニオール、ヒドロ
キシシトロネロール、イソオイゲノール、オイゲノール、カンファー、ユーカリプトール
、リナロール、シタール、チモール、リモネン、及びメントールを含まない。ここで、上
記の量は、組成物の総質量基準である。
【０１１６】
　１以上の具体例では、組成物は、上記成分の１以上において、極微量で存在するもの以
外の一般的な保存料を含まない。例えば、市販品のAvenanthramidesは、時には、少量の
保存料（例えば、ソルビン酸ナトリウム）を含有する。一般的な保存料としては、パラベ
ン、安息香酸、ソルビン酸カリウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、トロポロン
、ジブロモジシアノブタン、１,２－ベンズイソチアソリン－３－オン、及びフェノキシ
エタノールが含まれる。１以上の具体例では、保存料の量は、組成物の総質量基準で、約
１質量％未満、他の具体例では、約０.５質量％未満、さらに他の具体例では、約０.１質
量％未満である。
【０１１７】
　実際、アルコール、第１の皮膚コンディショニング剤、沈着エンハンサー、及び水以外
の各種の成分は不要であり、任意に、約０.５質量％未満、所望であれば、約０.１質量％
未満、所望であれば、約0.05質量％未満、所望であれば、約0.01質量％未満、又は所望で
あれば、約0.001質量％未満に制限される。
【０１１８】
　ｉ．組成物の残余
　１以上の具体例では、組成物の残余は、水又は他の好適な溶媒である。
【０１１９】
　VI．混合の方法
　分配可能な組成物は、単に、成分を一緒に混合することによって調製される。添加の順
序は特に制限されないが、有利には、各種成分の水及び／又はアルコールにおける溶解度
に基づいて選定される。
【０１２０】
　VII．組成物のMISC.特性
　組成物が液状である１の具体例では、組成物の固形分は約６％未満、他の具体例では、
約５％未満、さらに他の具体例では、約４％未満、他の具体例では、約３％未満、他の具
体例では、約２％未満、さらに他の具体例では、約１％未満である。固形分は、当分野に
おいて公知の各種の方法で測定される。
【０１２１】
　１以上の具体例では、組成物のｐＨは、約１.５－約１０、他の具体例では、約１.５－
約４.５、他の具体例では、約３－約４.５、他の具体例では、約４.５－約９.５、他の具
体例では、約７－約８である。
【０１２２】
　１以上の具体例では、組成物は、非エーロゾルの発泡性組成物として製剤される。これ
らの又は他の具体例では、組成物は、ＲＶ及び／又はＬＶスピンドルを使用するBrookfie
ld RV粘度計を使用して２２℃±３℃で測定して、約100 cps未満、他の具体例では、約５
０cpsの粘度によって特徴づけられる。発泡性組成物は、さらに、米国特許出願公開第200
7/0148101号、同第2012/0129950号、及び同第2015/0025156号に記載されており、参照し
て、ここに組み込む。
【０１２３】
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　VIII．医療における手指衛生のための５つのタイミング
　医療現場における手指衛生に関する世界保健機関（WHO）ガイドラインは、医療従事者
のための手指衛生に関する推奨を公式化し、図１に示すチャートを提供している。図１を
参照すると、５つのタイミングは、提供される医療について手指の消毒が実施されるべき
であることが推奨される時点はいずれであるかを示している。（１）患者への接触前；（
２）清潔／無菌処置の実行前；（３）体液曝露の危険後；（４）患者への接触後；及び（
５）患者周囲への接触後。
【０１２４】
　IX．利点
　ａ．低減された刺激性及び改善された皮膚水分
　有利には、本発明の具体例は、皮膚水和度を維持又は改善する効果的な医療従事者用ハ
ンドウォッシュ組成物を提供する。効果的な医療従事者用ハンドウォッシュ組成物とは、
医療従事者用ハンドウォッシュに関するFDA医療用消毒製剤のための暫定的最終モノグラ
フ（TFM）（医療従事者用ハンドウォッシュに関するFDA TFMテスト）（Federal Register
 59 [116], Jun. 17, 1994: pp. 31402-31452）によって設定された医療従事者用ハンド
ウォッシュに関する基準に適合又はこれを越える組成物を意味する。本発明の組成物は、
病院及び医療施設における従事者のための手指衛生に関する現在のガイドライン（例えば
、医療現場における手指衛生に関するWHOガイドライン）に従って使用する場合、刺激性
が低減されている。さらに、本発明の具体例では、代表的なハンドウォッシュと組み合わ
せて使用される場合、刺激性が低減される。本発明の具体例では、病院及び医療施設にお
ける従事者のための手指衛生に関する現在のガイドラインに従って使用する場合、皮膚の
状態が維持され、乾燥したり、皮膚のバリヤー機能を損傷したりしない。本発明の具体例
では、病院及び医療施設における従事者のための手指衛生に関する現在のガイドラインに
従って使用する場合、実際、乾燥、バリヤー機能、及び他のパラメーターの点で皮膚の状
態が改善される。
【０１２５】
　このように、本発明は、医療従事者の皮膚の状態を維持又は改善する方法を提供する。
該方法は、医療施設の適切なガイドラインに従って、又は図１に示す医療における手指衛
生に関するWHOのガイドラインに従って手指を消毒するため、特定の期間、製品を使用す
る医療従事者に、本発明による組成物を提供することを含み、使用者の手指の皮膚状態を
一定に維持するか、又は改善する。すなわち、製品の使用前に、及び再度使用期間の後に
、医療従事者の皮膚の状態を測定する場合、皮膚状態は、少なくとも良好であるか、１以
上の具体例では、改善されている。
【０１２６】
　適切なガイドラインに従ってその手指を消毒する医療従事者は、順守従事者と称される
。いくつかの医療現場では、適切なガイドラインに従って手指を消毒する医療従事者、す
なわち、順守従事者は、ワークシフト（８－１２時間）の間に、少なくとも約５０回、い
くつかの具体例では、シフト当たり少なくとも約８０回、他の具体例では、シフト当たり
約100回、手指を消毒するために消毒製品を使用する。１以上の具体例では、順守従事者
が週当たり３－４シフト従事すると仮定すると、順守従事者の手指の皮膚状態は、少なく
とも３日間、他の具体例では、少なくとも７日間、他の具体例では、少なくとも１４日間
にわたって維持される。これらの具体例では、手指の皮膚の乾燥及び／又はバリヤー機能
は、使用後も、少なくとも使用前の皮膚の乾燥及び／又はバリヤー機能と同等である。
【０１２７】
　１以上の具体例では、順守従事者が週当たり３－４シフト従事すると仮定すると、順守
従事者の手指の皮膚状態は、少なくとも３日間で改善される。これらの具体例では、手指
の皮膚状態は、使用前の手指の皮膚状態と比較して、使用後、改善されている。
【０１２８】
　いくつかの具体例では、改善は７日以内で認められる。他の具体例では、改善は１４日
以内で認められる。
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【０１２９】
　同様に、本発明は、毎日の使用に基づき、連続７日以内で医療従事者の皮膚状態を改善
する方法を提供する。該方法は、本発明による組成物を用意し、該組成物を、１日２４時
間で少なくとも５０回、医療従事者の手指に塗布し、１日２４時間で少なくともさらに２
日、計連続７日以内で、医療従事者の手指への組成物の塗布工程を繰り返し行うことを含
む。いくつかの具体例では、７日以内で改善が認められる。他の具体例では、１４日以内
で改善が認められる。
【０１３０】
　本発明は、さらに、３日以内で医療従事者の皮膚状態を改善する方法を提供するもので
あり、該方法は、本発明による組成物を用意し、ワークシフトの間に少なくとも５０回、
手指を消毒する必要がある医療従事者を用意し、前記組成物を、ワークシフトの間に少な
くとも５０回、手指を消毒する必要がある医療従事者に塗布することを含んでなり、ここ
で、医療従事者は、連続３日間で、少なくとも３シフトで従事するものである。
【０１３１】
　本発明は、さらに、連続７日以内で医療従事者の皮膚状態を改善する方法を提供するも
のであり、該方法は、上記組成物を用意し、該組成物を、１日２４時間で少なくとも５０
回、医療従事者の手指に塗布し、１日２４時間で少なくともさらに２日、計連続７日以内
で、医療従事者の手指への組成物の塗布工程を繰り返し行うことを含む。
【０１３２】
　１日当たり少なくとも１０回、従来のアルコール系手指消毒剤を使用する多くのヒトが
、７日以上の期間で手指の皮膚状態の悪化を経験していることが認めらえた。有利には、
本発明のアルコール系手指消毒剤を、７日間、１日当たり少なくとも１０回使用するヒト
は、従来のアルコール系手指消毒剤を使用するヒトと比較して、同レベルの手指の皮膚状
態の悪化を経験しない。１具体例では、本発明のアルコール系手指消毒剤を、７日間、１
日当たり少なくとも１０回使用するヒトは、手指の皮膚状態における改善を経験する。
【０１３３】
　１以上の具体例では、改善された皮膚状態としては、刺激性の低減及び／又は皮膚水和
度の改善が含まれる。１以上の具体例では、改善された皮膚状態は、広く、刺激性及び水
分／バリヤー機能について、又はさらに詳しくは、目視格付けを介する発赤、水和、水分
損失、乾燥として表現される。
【０１３４】
　１以上の具体例では、皮膚状態は、時には、前腕管理塗布試験（FCAT）と称されるプロ
トコルを使用することによって測定される。FCATは、Ertel, Keith D.ら，「パーソナル
クレンジング製品の相対的な温和性を評価するための前腕管理塗布試験」，J. Soc. Cosm
et., 46, 67-76 (March/April 1995) に記載されており、参照して、ここに組み込む。リ
ーブオンタイプの製品（例えば、擦り込み及び／又は蒸発されるが、リンスする必要はな
いアルコール性消毒剤）をテストするために、方法は、下記のように変更可能である。
【０１３５】
　FCATは、実際に、皮膚に製品を塗布するためのプロトコルである（皮膚は、ついで、広
く、刺激性及び水分／バリヤー機能（さらに詳しくは、目視格付けを介する発赤、水和、
水分損失、乾燥）を含む各種のパラメーター／特性についてテストされる）。
【０１３６】
　テスト部位を洗浄し、マークする。１つの部位を、未処置のままとする。１つの部位に
ついて、コントロール製品を使用する。ベースラインを確立するために、各種の製品を塗
布する前に、皮膚の測定を行う。１以上の具体例では、皮膚計測機器Corneometerを使用
して皮膚水和度を測定し、閉鎖チャンバー乾湿計Aqaflux（商標名）又はVapoMeter（商標
名）を使用することによって、経表皮水分損失（TEWL）を測定する。
【０１３７】
　用意した部位の１つにテスト製品を塗布し、所望時間の経過後、他の皮膚水和度測定を
行う。製品の塗布及び水和度の測定プロセスを、必要に応じて繰り返す。必要であれば、
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部位をハンドウォッシュによって清浄する工程を、各種の間隔で行うことができる。より
刺激性の製品は、皮膚水和度の低下を導き、刺激の少ない製品は、皮膚水和度の変化を生
じない。皮膚コンディショニング製品は、皮膚水和度の増大を導く。
【０１３８】
　１以上の具体例では、本発明による組成物は、増大された皮膚水和度を提供する。
【０１３９】
　ｂ．異常な落屑の低減
　１以上の具体例では、改善された皮膚状態には、異状又は病的な落屑の低減が含まれる
。
【０１４０】
　有利には、本発明の組成物は、病院及び医療施設における従事者のための手指衛生に関
する現在のガイドラインに従って使用する場合、異状又は病的な落屑を低減させる。本発
明の具体例は、代表的なハンドウォッシュと組み合わせて使用する場合、病的な落屑を低
減させる。本発明の具体例は、病院及び医療施設における従事者のための手指衛生に関す
る現在のガイドラインに従って使用する場合、実際に、病的な落屑の点で皮膚状態を改善
する。
【０１４１】
　１以上の具体例では、落屑（病的な落屑を含む）は、ベースラインで、２週で、及び４
週で、CuDerm Corporationから入手可能な皮膚分析ディスクD-Squame（登録商標）を使用
して測定され、製品を、病院及び医療施設における従事者のための手指衛生に関する現在
のガイドラインに従って使用する場合に、改善が認められる。１以上の具体例では、医療
従事者によって、「手指衛生の５つのタイミング」で、４週間、他の具体例では、２週間
使用される場合に、及び他の具体例では、１日当たり少なくとも５０回で毎日４週間、他
の具体例では、２週間、及び他の具体例では、１週間使用する場合に、落屑の減少が認め
られた。
【０１４２】
　ｃ．審美性
　有利には、本発明の組成物は、皮膚コンディショニング特性を有することをうたう他の
手指消毒剤又は医療従事者用ハンドウォッシュと比べて、改善された審美性を有する。
【０１４３】
　いくつかの研究では、製品に関する４つのカテゴリーの官能特性：官能評価；受諾特性
；性能（非抗菌性）；及びイメージが特定されている。特性のサブ－カテゴリーは下記の
ものを含む。
【０１４４】
　官能評価は、透明；不透明；激臭；無臭；油性感；乾燥感；柔らかな触感；泡立ちを含
む。
【０１４５】
　受諾特性は、様の外観；様の香気；様の感触；様の使用後感；様の全体感；購買意欲を
含む。
【０１４６】
　性能（非抗菌性）は、泡立ち；手指に良好な感触を与えること；手指を刺激しないこと
；
手指の状態を整えること；手指からオイルを除去すること；さっぱり感を与えることを含
む。
【０１４７】
　イメージは、効果的；独特な；手指にとっての良好性；グローブを壊さないこと；手指
を刺激しないこと；高品質の製品を含む。
【０１４８】
　１以上の具体例では、パネルテストの結果は、本発明の組成物が、皮膚コンディショニ
ング効果をうたう他の手指消毒剤又は医療従事者用ハンドウォッシュと比較する場合、官
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能評価の全てにおけるより良好なスコア、より高い受諾特性、改善された性能スコア、及
びより高いイメージ評価を提供することを示している。
【０１４９】
　ｄ．維持された効力
　有利には、本発明の組成物は、抗菌効力を維持しつつ、皮膚コンディショニング効果を
提供する。
【０１５０】
　このように、本発明は、さらに、表面上で病原菌を殺す又は不活性化する方法を提供す
るものであり、該方法は、前記表面に、ここに記載の抗菌性組成物を有効量で表面に塗布
することを含んでなる。抗菌性組成物は、皮膚、多孔性表面、及び非多孔性表面を含む各
種の表面又は基材上で使用される。
【０１５１】
　１以上の具体例では、本発明の抗菌性組成物は、哺乳類の皮膚に局所的に塗布される。
１具体例では、抗菌性組成物をヒトの皮膚上の病原菌と接触させる方法は、特定量の組成
物を皮膚上に塗布し、好適な時間、組成物を皮膚と接触させておくことを含む。他の具体
例では、組成物を皮膚の表面上に広げ、擦り込み、洗い流し、蒸発を介して乾燥させ、又
は拭き取る。
【０１５２】
　このように、本発明は皮膚の衛生法を提供するものであり、該方法は、哺乳類の皮膚を
、組成物の総質量基準で少なくとも３０質量％のアルコール及び効力を増強する量の少な
くとも１のＣ6-10アルカンジオールを含んでなる抗菌性組成物の有効量と接触させること
を含んでなる。１以上の具体例では、本発明は、手指の衛生法を提供する。
【０１５３】
　塗布に関して、目標表面の実質的に全体と接触し、少なくとも１５－３０秒間湿った状
態に維持するために少なくとも有効な量である限り、抗菌性組成物を各種の量で使用でき
る。１具体例では、有効量は、少なくとも約１.５ml、他の具体例では、少なくとも約２m
l、さらに他の具体例では、少なくとも約２.５ml、さらに他の具体例では、少なくとも約
３.０ml、さらに他の具体例では、少なくとも約４.５ml、及びさらに他の具体例では、少
なくとも約５mlである。有利には、本発明による抗菌性組成物の有効量、すなわち、目標
表面の実質的に全体と接触するために必要な最少量は、十分な効力を達成するために効果
的な量でもある。他の製品では、目標表面の実質的に全体と接触するための効果的な量を
使用するだけでは、十分な効力を達成できない。最少量の製品を使用しつつ、十分な効力
を達成できることは有利であることが理解されるであろう。少ない量の製品を使用する場
合には、製品を皮膚に擦り込み及び／又は蒸発／乾燥させるために要求される時間が低減
されるためであるとともに、経済的な理由からも、これは真実である。
【０１５４】
　有利には、本発明の抗菌性組成物は、医療従事者用ハンドウォッシュとして使用される
。１以上の具体例では、本発明は、医療従事者用ハンドウォッシュに関するFDA TFMテス
トの基準に適合する抗菌性組成物を提供する。
【０１５５】
　医療従事者用ハンドウォッシュに関するFDA TFMテストでは、テスト手順は、複数の洗
浄サイクルを含む。各サイクルでは、対象表面がテスト微生物で汚染されており、該表面
をテスト製品で洗浄する。特定の回数の洗浄サイクル後、表面をすすぎ、テスト製品によ
って、いかなる対数減少が達成されたかを測定するために、すすぎ液をテストする。例え
ば、医療従事者用ハンドウォッシュに関するFDA TFMテストでは、リーブオンタイプ製品
（例えば、アルコール性製品）について、次のプロトコルを実施する。すなわち、テスト
対象の手指をテスト微生物（例えば、霊菌（Serratia marcescens））で汚染し、テスト
製品を使用して洗浄する。ついで、手指を滅菌グローブ内におき、細菌回収溶液を添加し
、手指を、専門家によって、予め設定された時間マッサージして、手指から生存する細菌
を回収する。１回の洗浄によって達成された対数減少を測定するために、回収溶液を平板
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培養する。テスト対象の手指を、再度、テスト微生物で汚染し、テスト製品を使用して洗
浄する。３回目の洗浄のため、テスト対象の手指をテスト微生物で汚染し、テスト製品を
使用して洗浄する。３回目の洗浄の後、再度、手指をグローブ内におき、３回目の洗浄後
の対数減少を測定するために、生存する細菌を回収する。汚染及び洗浄のサイクルを繰り
返し行い、７回目の洗浄後、再度、手指をグローブ内におき、７回目の洗浄後の対数減少
を測定するために、生存する細菌を回収する。さらに、汚染及び洗浄のサイクルを繰り返
し行い、１０回目の洗浄後、再度、手指をグローブ内におき、１０回目の洗浄後の対数減
少を測定するために、生存する細菌を回収する。医療従事者用ハンドウォッシュに関する
FDA TFMテストによれば、医療従事者用ハンドウォッシュ製剤は、１回の洗浄後、手指に
おける細菌の数を対数減少値２まで減少させ、１０回の洗浄後では、手指の細菌の数を対
数減少値３まで減少させなければならない。医療従事者用ハンドウォッシュに関するFDA 
TFMテストは、リンスオフ及びリーブオン製品の両方に関する「洗浄」に及ぶものであり
、従って、本明細書でも同様であることに注意されなければならない。
【０１５６】
　多くのアルコール性製品は、医療従事者用ハンドウォッシュに関するFDA TFMテストを
使用する場合、１回の洗浄後、対数減少値最小３を達成する。しかし、多くのアルコール
性製品は、FDA TFMテストを使用する場合、１０回目の洗浄後、対数減少値最小３を達成
することができない。事実、多くのアルコール性製品は、連続する洗浄では、対数減少の
低下を示す。
【０１５７】
　皮膚コンディショニング特性を大げさに宣伝する多くの製品は、医療従事者用ハンドウ
ォッシュに関するFDA TFMテストの要件を満たすために、適正な抗菌効力を提供しない。
【０１５８】
　有利には、本発明の組成物は、医療従事者用ハンドウォッシュに関するFDA TFMテスト
又は同様のプロトコルに従ってテストする際、連続洗浄後も効力の低下を示さない。
【０１５９】
　１以上の具体例では、本発明の組成物は、１回目の洗浄後、対数減少値２、１０回目の
洗浄後、対数減少値３の要件を満足又は上回る。１以上の具体例では、本発明による組成
物は、１回の洗浄後、少なくとも約３、及び１０回の洗浄後、少なくとも約３の対数減少
値を提供する。特定の具体例では、組成物は、洗浄１後、対数減少値３及び洗浄１０後、
対数減少値４を達成することによって、蓄積効果を示し、医療従事者用ハンドウォッシュ
に関するFDA TFMテストの要件を上回る。
【０１６０】
　１以上の具体例では、本発明の組成物を利用する３回目の洗浄によって達成されるテス
ト微生物の対数減少は、１回目の洗浄サイクルによって達成される対数減少に少なくとも
等しい。１以上の具体例では、本発明の組成物を利用する１０回目の洗浄によって達成さ
れるテスト微生物の対数減少は、１回目の洗浄サイクルによって達成される対数減少に少
なくとも等しい。
【０１６１】
　複数回の洗浄サイクルプロトコルを要求するテストに従って評価する際、本発明による
組成物は、複数回の洗浄サイクル後でも維持又は改善さえされる対数減少を提供する。さ
らに、組成物は、意外なことには、蓄積活性を提供し、すなわち、組成物の効力は、複数
回の使用によって増大する。
【０１６２】
　本発明の実行を示すために、下記の実施例を調製し、テストした。しかし、実施例は、
本発明の範囲を制限するものとして検討されてはならない。特許請求の範囲が、本発明を
限定するために機能する。
【実施例】
【０１６３】
　Ｉ．バイオマーカー試験
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　抗炎症性及び皮膚バリヤー効果について、サンプルをテストした。
試験方法
　IL-8 ELISA
【０１６４】
　インターロイキン８（IL-8）は、マクロファージによって産生されるケモカイン及び炎
症性サイトカインである。IL-8は、炎症性刺激に応答して、皮膚において、ケラチノサイ
トから分泌される。IL-8は、自然免疫系応答の際、分泌され、免疫反応の重要なメディエ
ーターである。過剰発現されたIL-8は、皮膚刺激のバイオマーカーである。
【０１６５】
　コントロールＡのために、ヒト真皮ケラチノサイトを未処置のままとした。刺激は期待
されず、従って、コントロールＡはベースラインを提供する。コントロールＢのために、
ホルボール12－ミリステート13－アセテート（PMA）を塗布することによって、ヒト真皮
ケラチノサイトにおいて、IL-8を誘発する。他の全てのサンプルのために、ヒト真皮をPM
A及び興味ある成分を含有する組成物にて同時処理する。IL-8の発現の減少は、前記成分
の高刺激活性を反映している。
【０１６６】
　試験方法を実施するため、R&D Systemsから得られたアッセイキットを使用した：Human
 CXCL8/IL-8 Duoset ELISA Development Kit。
【０１６７】
　次の工程を行った：１．EIA高結合性９６ウェルプレートを、IL-8捕捉抗体にて、室温
で、一夜被覆する。２．全ての試薬、標準希釈液、及びサンプルを用意する。３．被覆し
たプレートを洗浄緩衝液350μL／ウェルにて４回洗浄し、ついで、ブロッキング溶液300
μL／ウェルを加え、室温において１時間インキュベートする。４．洗浄緩衝液350μL／
ウェルでの洗浄工程を繰り返す（４回）。５．各ウェルに、標準希釈液、コントロール、
又はサンプル100μLを添加する。プレートシーラーにて被覆し、室温において２時間イン
キュベートする。６．各ウェルを吸引及び洗浄し、計４回洗浄を行うため、プロセスを３
回繰り返す。７．各ウェルに、検出用IL-8 100μLを添加する。新たなシーラーにて被覆
し、室温において２時間インキュベートする。８．吸引し、４回洗浄する。９．各ウェル
に、Biotin-Strepavidin複合物100μLを添加し、室温において２０分間インキュベートす
る。１０．吸引し、４回洗浄する。１１．各ウェルに、基質溶液100μLを添加する。光か
ら各ウェルを確実に保護しながら、室温において２０分間インキュベートする。１２．各
ウェルに、ストップ溶液５０μLを添加する。データを収集する。比色計を使用して、３
０分内で、450 nmにおいて吸光度を測定した。波長の補正を570nmに設定した。
【０１６８】
　TNF-α
　IL-8の代わりにTNF-αを使用したことを除いて、上記の方法と同様に、サンプルをテス
トした。
【０１６９】
　MTTアッセイ
　MTTアッセイは、細胞生存性、細胞増殖、及び／又は細胞毒性をアッセイするための比
色分析法である。酵素NAD(P)H依存性細胞オキシドレダクターゼは、限定された条件下に
おいて、存在する生存細胞の数を反映する。これらの酵素は、テトラゾリウム染料MTT（
臭化３－(４,５－ジメチルチアゾル－２－イル)－２,５－ジフェニルテトラゾリウム）を
、不溶性のホルマザン（紫色を有する）に還元できる。MTTアッセイは、潜在的な薬剤及
び毒性物質の細胞毒性（生存細胞の損失）又は細胞分裂阻止活性（増殖状態から休止状態
へのシフト）を測定するためにも使用される。
【０１７０】
　IL-8アッセイ用の上記コントロールＡ及びＢを、このテストにも使用した。ケラチノサ
イトに対するコントロールＢの影響に対するテストサンプルの緩和効果を測定した。さら
に詳しくは、コントロールＢは、細胞生存性、細胞増殖、及び／又は細胞毒性に対して負
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る。
【０１７１】
　次の工程を行った：上記IL-8アッセイに関するウェルから液体を除去した後、９６ウェ
ルプレートの各々に、フェノールレッドフリーのDMEM（細胞培養培地）中の０.５mg/ml M
TT 100μL／ウェルを添加した。３７℃において１時間インキュベートした後、培養プレ
ートのウェルから全ての液体（MTT溶液）を除去した。ついで、各ウェルに、DMSO 100μL
を添加し、紫色の生成物を完全に溶解させた。プレートリーダーを使用して、波長550 nm
において、吸光度を測定した。
【０１７２】
　細胞培養培地中で、各種の量のアベナンスラミドを用意した。アベナンスラミドは、商
標名CP Oat Avenanthramidesで市販するCeapro Inc.から入手した。下記の表に示す量は
、活性物質（アベナンスラミド）の量に基づくものである。結果を下記の表に示す。
【表１】

【表２】

【表３】

【０１７３】
　細胞培養培地中で、各種の量のナイアシンアミドを用意した。下記の表に示す量は、活
性ナイアシンアミドの量に基づくものである。結果を下記の表に示す。
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【表４】

【表５】

【表６】

【０１７４】
　皮膚バリヤー
　単層ヒト真皮ケラチノサイト培養物（KGM）を使用して、インビトロモデルを利用した
。２つのコントロールを試験した：培地及び炎症性サイトカインインターロイキン（IL-1
b）。
　皮膚バリヤー
バイオマーカー：ABCA12、インボルクリン、PPARδ
ケラチノサイトを２４時間処理するために、各種の濃度の成分を使用する。
細胞を集め、処理した細胞から全RNAを調製する。
各種のバリヤー機能に関連するバイオマーカーの遺伝子発現レベルを測定するために、リ
アルタイムRT-PCTを使用する。
相対的ベンチマーク：３種の異なる濃度のビタミンＤ３（コレカルシフェロール）。
【０１７５】
　結果を下記の表に示す。



(28) JP 6734781 B2 2020.8.5

10

20

30

40

【表７】

【０１７６】
　インボルクリンは、ヒト皮膚のタンパク質成分であり、ケラチノサイトの分化について
のバイオマーカーである。タンパク質ロリクリンの結合において、インボルクリンは、皮
膚角質層における角質細胞を保護する細胞表層の形成に寄与する。発現が大きければ大き
いほど、皮膚のバリヤー機能は良好である。
【０１７７】
　ABCA12は、ATP結合カセットトランスポーター12としても知られている。これは、ヒト
において、ABCA12遺伝子によってコードされるタンパク質である。ABCA12遺伝子は、いく
つかのタイプの皮膚細胞において活性である。ABCA12タンパク質は、皮膚の正常な発現に
は必須であると認められ、身体とその周囲の環境との間でバリヤーを提供する。皮膚の最
外層（表皮）を構成する細胞における脂質（遊離脂肪酸）の輸送において重要な役割を果
たす。一般に、発現が大きければ大きいほど、皮膚のバリヤー機能は良好である。
【０１７８】
　PPARδは、NR1C2としても知られているペルオキシソーム増殖因子活性化受容体である
。これは、ヒトにおいて、PPARD遺伝子によってコードされる核内受容体である。このタ
ンパク質は、ケラチノサイトにおける分化、脂質の蓄積（セラミド）に関与することが示
されている。一般に、発現が大きければ大きいほど、皮膚のバリヤー機能は良好である。
【０１７９】
　II．医療従事者用ハンドウォッシュ
　実施例３９及び４０は、特に、皮膚コンディショニング成分として、しばしば、大いに
宣伝されている成分を含有する市販の手指消毒剤である。残念なことには、これらの皮膚
コンディショニング製品を、医療従事者用ハンドウォッシュに関するFDA TFMテストに従
って試験したところ、合格しなかった。これに対して、本発明の組成物は、皮膚コンディ
ショニング効果を発揮し、医療従事者用ハンドウォッシュに関するFDA TFMテストにも合
格した。実施例４１は、下記の成分を含有する。より詳しくは、アベナンスラミドの量は
、組成物の総質量基準で、0.001－約８質量％であり、ナイアシンアミドの量は、0.001－
約８質量％であり、PPG-12 SMDIコポリマーの量は、0.001－約８質量％であり、他の皮膚
コンディショニング剤の総量は約２質量％未満であった。



(29) JP 6734781 B2 2020.8.5

10

20

30

40

【表８】

【０１８０】
　III．FCAT
　上述のFCAT技術に従って、刺激性について、下記のサンプルを試験した。同量のエタノ
ール、PEG-12ジメチコーン、１,２－オクタンジオール、及び各種の量の他の成分を含有
する実施例４２－４５の各々を下記に示す。精製水を使用して、サンプルを100％とした
。
【０１８１】
　コルネオメトリー（上皮（角質層）の外層の水和度を測定するために使用される技術）
を使用した。皮膚は誘電体媒質であるため、水和度の変動は、容量の変化を通して見られ
る。皮膚の水分含量を記録するために、一定圧力を使用して、測定用コンデンサーを皮膚
に対して押し付け、読みを評価した。センサーの直径が小さいため、皮膚のより小さい利
用可能面積において測定を行うことができる。皮膚計測機器は完全自動化装置である。読
みは、例えば、化粧品又は医薬製品による治療前後の表皮水和レベルを示す。各製品の使
用に続く一定時間枠内で、常に、記録を行う。水和度を午前及び午後に測定し、水和度の
変化を下記に示す。
【０１８２】
　装置Aquaflux（登録商標）を使用して、経表皮水分量（TEWL）を、g(水)/m2/時間を単
位として測定した。午前から午後までのTEWLにおける変化を下記に示す。
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【表９】

【０１８３】
　比較のため、商標名Ecolab Quik-Care Nourishing Foam Hand Sanitizerで販売されて
いる市販品の皮膚コンディショニング製品を、同じ条件下で試験したところ、水和度の変
化21.39及びTEWLの変化－1.99を示した。
【０１８４】
　IV．審美性／粘着性
　一般に、所望の接触時間後、粘着性について、次のようにしてサンプルを試験した。Ch
emsultants InternationalのProbe Material Analyzer PMA-1000（直径０.５cm（３／１
６インチ）の平らなプローブチップを具備する）を使用し、力100ｇを、ドウェル時間５
秒間、各サンプルにかけ、退縮力を測定した。多くのケースで、複数の読みを取り、平均
化した。より詳細を下記に示す
【０１８５】
　使用した器具は、EZ Lab Softwareを備えたProbe Material Analyzer PMA-1000である
。
【０１８６】
　１×適用に関する手続きは、次のとおりである：
金属製の秤量皿に製品１mlをとる。
製品を１時間空気乾燥する。
秤量ボート型容器をPMAのスピンドルの下におき、３か所（サンプルの真ん中、外縁の２
つの区域）で試験する。
正の退縮グラフとしてEZ Labにおいてデータを検討する。
各サンプルについて、「高」測定値を記録する。
各サンプルについての最高の測定値は、見られる粘着性の最高レベルを表し、これは報告
した数値である。
【０１８７】
　５×適用に関する手続きは、次のとおりである：
金属製の秤量皿に製品１mlをとる。
製品を１時間空気乾燥する。
工程１及び２を４回繰り返す。
秤量ボート型容器をPMAのスピンドルの下におき、３か所（サンプルの真ん中、外縁の２
つの区域）で試験する。
正の退縮グラフとしてEZ Labにおいてデータを検討する。
各サンプルについて、「高」測定値を記録する。
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各サンプルについての最高の測定値は、見られる粘着性の最高レベルを表し、これは報告
した数値である。
【０１８８】
　結果を下記に要約する。
【０１８９】
　実施例４６を、次のように調製したものである。
【表１０】

【０１９０】
　実施例４７は、実施例４６の組成物９５ｇ及びグリセリン５ｇを合わせることによって
調製したものである。
【０１９１】
　実施例４８は、次のように調製したものである。

【表１１】

【０１９２】
　実施例４９は、Steris Corporationによって名称Cal Stat（登録商標）Plus Antisepti
c Handrub with Enhanced Emollientsで販売されている市販の消毒剤である。バレルによ
れば、該製品は、イソプロピルアルコール６３％v/v、精製水、メチルプロパンジオール
、フェノキシエタノール、乳酸セチル、グリセリン、ヒドロキシプロピルセルロース、ポ
リクオタニウム-6、ベヘントリモニウムメトサルフェート、及びfragrascentパウダーを
含有する。乳酸セチル、グリセリン、ポリクオタニウム-6、ベヘントリモニウムメトサル
フェートが皮膚軟化剤／皮膚コンディショナーである。
【０１９３】
　上記のように、粘着性についてサンプルを試験した。結果（単位ｇ）を下記の表におい
て要約した。
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【表１２】

【０１９４】
　本発明の範囲及び精神を逸脱しない各種の変形及び変更は、当業者に明らかになるであ
ろう。本発明は、ここに示す説明のための具体例に制限されない。

【図１】
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